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事業事前評価表 

 

１．案件名（国名） 

国名： モロッコ王国 

案件名：フェズ・メクネス地域上水道整備事業 (Fez and Meknes Regions Water Supply Project) 

L/A 調印日：2011 年 7 月 29 日 

承諾金額：17,440 百万円 

借入人：国営水道公社（Office National de l’ Eau Potable） 

２．事業の背景と必要性 

(1) 当該国における上水道セクターの開発実績（現状）と課題 

 モロッコにおいては、年間降水量 1,400 億㎥のうち 8 割以上が蒸発等で失われるため利用可能な水は 169 億㎥に限

定されており、水資源の確保・管理が開発上の重要課題となっている。モロッコの上水道セクターについては、これま

での取り組みによって給水率の着実な改善を達成しており、都市部で 100％、地方村落部で 87％を達成しているもの

の（2008 年）、今後も都市部及び農村部における各戸給水の普及、人口の増加、生活水準の向上等に起因する水需

要の増加に対応し、安定的な供給を実現するために設備改善への取り組みが緊急の課題となっている。 

(2) 当該国における上水道セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

モロッコにおいては、毎年策定される「予算法」において重点開発目標が示されている。2010 年度の予算法におい

て、上水道セクターについて、健康状況改善、地方部の就学率の向上、生活水準の向上に結びつく施策として、地方

での給水率の向上や需要増に対する上水道整備が重点課題として掲げられている。また、2009 年～2030 年の期間

を対象とした新しい国家政策が策定され、特に地方での給水アクセスの向上、水資源の保護を目的にしている。さら

に、2005 年に国王のイニシアティブで制定された「人間開発に係る国家イニシアティブ（INDH）」（2006～2010 年）にお

いても水を含む基礎社会サービスへのアクセス改善が盛り込まれている。モロッコ政府は「水セクター行動計画（2008

－2012 年）」を策定し、この中で都市部での上水道整備の継続や、村落部の給水アクセス向上を打ち出している。こ

れらの方針に基づき、国営水道公社（ONEP）はモロッコ政府との間で締結している事業計画（2008－2010 年）におい

て、既存施設の強化や新規施設の整備による上水供給量の増加、村落部への給水サービスの拡大、都市・地方部

両方における各戸給水の普及等を実施することとしている。本事業は、同事業計画において優先事業とされており、

フェズ及びメクネス地域の地方都市と村落部を対象に上水の供給の安定化を図り、地域の住民の生活環境改善及び

経済活動の活性化に寄与するものと位置づけられる。 

(3) 上水道セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

上水道セクターにおいて我が国は、円借款では都市給水と地方給水に 7 件（計 581 億円）、一般プロジェクト無償で

は、地方給水に 5 件（計 25 億円）の支援を行ってきた。本事業は上水普及と供給安定化に向けたモロッコのさらなる

努力を支援するものであり、対モロッコ経済協力に係る我が国の重点分野の一つである「持続的経済成長を支える基

礎インフラ整備分野への支援」、及び開発課題の「水資源確保とその有効利用」に合致する。また、本案件は 230 万

人の受益者が見込まれ、「TICADⅣ横浜行動計画」に定めた「650 万人に対する安全な飲料水の提供」に貢献するも

のであり、JICA が支援することの必要性・妥当性は高い。 

(4) 他の援助機関の対応 

モロッコの上水道セクターでは、フランス開発庁（AFD）、ドイツ復興金融公庫（KfW）、世界銀行、欧州連合、アフリカ

開発銀行等が支援を行っている。 

(5) 事業の必要性 

本事業は、上記の水需要の増加に対応するものである。また、我が国の援助重点分野とも合致しており、本事業を

実施する必要性・妥当性は高い。 



３．事業概要  

(1) 事業の目的 

モロッコ中北部の地方都市フェズ及びメクネスと周辺村落部へ給水するための上水道施設を整備することにより、

同地域における上水の供給能力向上を図り、同地域の住民の生活環境改善、経済活動の活性化に寄与するもので

ある。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 フェズ及びメクネス(両地方都市及び周辺村落部） 

(3) 事業概要（調達方法も含む） 上記地域において、上水道施設（浄水場（2,000 ℓ/秒）、取水設備、ポンプ場、貯水

設備の建設、導水管・送水管（総延長約 93 ㎞）の布設を行うもの。 

・土木工事、資機材調達（国際競争入札） 

・コンサルティング・サービス（入札補助・施工監理）（ショートリスト方式） 

(4) 総事業費/概算協力額 

総事業費；24,262 百万円、円借款対象額；17,440 百万円 

(5) 事業実施スケジュール（協力期間） 

2011 年 7 月～2014 年 12 月を予定（計 42 ヶ月） 

施設供用開始時（2014 年 12 月）をもって事業完成とする。 

(6) 事業実施体制 

1) 借入人：モロッコ王国国営水道公社(ONEP)  

2) 保証人：モロッコ王国政府 

3) 事業実施機関：ONEP  

4) 操業・運営／維持・管理体制：本事業後の操業・運営／維持・管理は、ONEP の各対象地域担当部が行う。 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：B 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」（2002 年 4 月制定）

に掲げる影響を及ぼしやすいセクター、特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない

影響は重大でないと判断されるため、カテゴリ B に該当する。 

③ 環境許認可：本事業に係る環境影響評価（EIA）報告書は、モロッコ国内法上作成が義務付けられていないも

のの、フェズ・メクネス両都市及び周辺村落について作成済み。 

④ 汚染対策：浄水場施設稼動に伴って発生する汚泥は乾燥させた後、廃棄物として適切に処分される。排水は

循環再利用される。また、騒音・振動や大気汚染に配慮して工事が実施される。 

⑤ 自然環境面：事業対象地域は国立公園等の影響を受けやすい地域またはその周辺に該当せず、自然環境へ

の望ましくない影響は最小限であると想定される。 

⑥ 社会環境面：本事業は用地取得を伴う見込みであり、同国国内手続きに沿って取得手続きが進められる。な

お、住民移転は発生しない。 

⑦ その他・モニタリング：本事業では、ONEP が排水、汚泥、水質等についてモニタリングする。 

2) 貧困削減促進：特になし。 

3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者配慮等） 

  浄水・送水施設の強化により、安全な上水の恒常的な供給の確保を通じて、衛生環境の改善、水汲み労働の軽

減等が期待される。 

(8) 他ドナー等との連携 イスラム開発銀行が、関連施設の一部に対し融資を行っている。 

(9) その他特記事項 特になし。 

 



4. 事業効果 

(1) 定量的効果  

1) 運用・効果指標 

基準値 目標値（2016年）

（2010年実績値） 【事業完成2年後】

285,120 324,000

93,312 208,051

給水対象人口 都市部 1,072 1,180

（千人） 村落部 70 73

小計 1,142 1,253

都市部 664 730

村落部 308 324

小計 972 1,054

2,114 2,307

- 43%

- 56%

フェズ地域

メクネス地域

全体合計

新規浄水場施設利用率
（平均）

（ピーク）

指標名

給水量（㎥/日）
フェズ地域

メクネス地域

  

2) 内部収益率 14%  

費用：事業費、運営・維持管理費（税金分除く） 

便益：水汲み労働の軽減 

プロジェクトライフ：40 年 

(2) 定性的効果 

当該地域の生活環境の改善及び経済活動の発展に寄与する他、地下水資源の保全を通じた水資源の確保に貢

献する。 

5. 外部条件・リスクコントロール 

特になし。 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

モロッコにおける既往の上水道事業の事後評価において、「事業計画の変更は、追加的な手続を必要とし事業実

施の遅延につながる。」とある。本事業については、実行可能性調査（F/S）は完成しており、詳細設計（D/D）の実施

状況について実施機関と協議を重ねてきているが、事業実施段階においても、引き続き事業計画と実際の実施内容

をモニタリングしていく。 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

 ①給水量（㎥/日） 

 ②給水対象人口（千人） 

 ③経済的内部収益率（％） 

 ④新規浄水場施設利用率（平均）（ピーク） 

(2) 今後の評価のタイミング 

 事業完成 2 年後 

以 上  

 


